
議案第 ３３ 号 

 

令和３年度多気町一般会計予算 

 

令和３年度多気町の一般会計の予算は次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７,６４３,０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００,０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

 

 

                    令和３年３月 ５日   提  出 

                    令和３年３月  日   議  決 

 

                         多気町長 久保 行男 

 

 

（説明） 

地方自治法第２１１条の規定により本案を提出する。 
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169,090  

 

1,793,550  
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 390,760 285,777  322 60,000 44,661 

 69,318 515  3,600 40,000 25,203 

 423,759 261,119  87,199 50,000 25,441 

 58,765 23,500  1  35,264 

 80,236 56,096  1  24,139 

 1,022,838 627,007  91,123 150,000 154,708 

 

 

 299,883 15,871  6,955  277,057 

 133,757 60,801    72,956 

 

244,300 37,753    206,547 

 677,940 114,425  6,955  556,560 

 

 

 39,898 729   19,090 20,079 

 33,187 1,395  2,415  29,377 

 19,687 1,208  69  18,410 

 92,772 3,332  2,484 19,090 67,866 

 1,793,550 744,764  100,562 169,090 779,134 

 


